
32.　8.　1
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。

満
）

　
【
手
当
額
（
月
額
）】児
童
１
人

の
場
合
＝
全
部
支
給
が
４
万
３
１

６
０
円
、
一
部
支
給
が
４
万
３
１

５
０
円
～
１
万
１
８
０
円
（
所
得

に
応
じ
て
決
定
さ
れ
ま
す
）
▼
児

童
２
人
目
の
加
算
額
＝
全
部
支
給

が
１
万
１
９
０
円
、
一
部
支
給
が

１
万
１
８
０
円
～
５
１
０
０
円

（
所
得
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
ま

す
）
▼
児
童
３
人
目
以
降
の
加
算

額
＝
１
人
に
つ
き
、
全
部
支
給
が

６
１
１
０
円
、
一
部
支
給
が
６
１

０
０
円
～
３
０
６
０
円
（
所
得
に

応
じ
て
決
定
さ
れ
ま
す
）

特
別
児
童
扶
養
手
当

　
【
支
給
対
象
と
な
る
方
】市
内
在

住
で
、
次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
２０
歳
未
満
の
障
害
児

を
養
育
し
て
い
る
父
親
か
母
親
、

ま
た
は
養
育
者

　

①
知
的
障
害
（
愛
の
手
帳
１
～

３
度
程
度
）
が
あ
る
児
童
②
身
体

い
で
懐
胎
し
た
児
童
⑧
父
ま
た
は

母
が
、
母
ま
た
は
父
か
ら
の
申
し

立
て
に
よ
り
発
せ
ら
れ
た
Ｄ
Ｖ
保

護
命
令
を
受
け
た
児
童

　

※
父
親
・
母
親
・
養
育
者
が
公

的
年
金
を
受
給
で
き
る
と
き
や
、

児
童
が
父
親
ま
た
は
母
親
に
支
給

さ
れ
る
年
金
の
加
算
対
象
に

な
っ
て
い
る
と
き
は
、
手
当
の
金

額
が
変
更
ま
た
は
停
止
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
児
童
が

児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し
て

い
る
と
き
な
ど
、
対
象
に
な
ら
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
【
支
給
期
間
】対
象
児
の
年
齢
が

１８
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度

末
ま
で
（
対
象
児
が
中
度
以
上
の

障
害
を
有
す
る
と
き
は
２０
歳
未

　

次
の
要
件
に
該
当
し
、
ま
だ
手

当
を
受
け
て
い
な
い
方
は
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
所
得

制
限
が
あ
り
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当

　
【
支
給
対
象
と
な
る
方
】市
内
在

住
で
、
次
の
①
～
⑧
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
児
童
を
養
育
し
て
い

る
父
親
か
母
親
、
ま
た
は
養
育
者

　

①
父
母
が
離
婚
し
た
児
童
②
父

ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童
③
父

ま
た
は
母
が
重
度
の
障
害
を
も
つ

児
童
④
父
ま
た
は
母
が
生
死
不
明

の
児
童
⑤
父
ま
た
は
母
に
１
年
以

上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
児
童
⑥
父
ま

た
は
母
が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て

い
る
児
童
⑦
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な

　

申
し
込
み
は
児
童
青
少
年
課

（
市
役
所
２
階
）
へ
電
話
予
約
の

上
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
助
成
支
援
係
☎

４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

で
、
き
め
細
や
か
で
継
続
的
な
自

立
・
就
労
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
【
対
象
】原
則
と
し
て
市
内
に
住

所
を
有
す
る
児
童
扶
養
手
当
受
給

者（
生
活
保
護
受
給
者
は
対
象
外
）

　

市
で
は
、
個
々
の
児
童
扶
養
手

当
受
給
者
の
状
況
・
ニ
ー
ズ
な
ど

に
応
じ
た
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
策
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
、

各
種
支
援
事
業
を
活
用
す
る
こ
と

い
土
地
・
建
物
を
除
く
。
た
だ
し
、

不
動
産
所
得
が
あ
っ
て
も
状
況
に

よ
り
対
象
と
な
る
場
合
あ
り
）

　

⑥
生
活
保
護
受
給
世
帯
で
な
い

　

⑦
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行

為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
３
年
法
律
第
７７
号
）
第
２
条
第

６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
で
な

い
　

こ
の
他
、
原
則
、
連
帯
保
証
人

が
必
要
で
す
。

　

都
の
事
業
で
す
が
、
受
け
付

け
・
申
し
込
み
は
市
福
祉
総
務
課

が
窓
口
と
な
り
ま
す
。

　

申
し
込
み
は
３
年
１
月
２９
日

（
金
）
ま
で
に
同
課
（
市
役
所
１

階
）
へ
。

　

※
申
請
書
は
３
年
１
月
２２
日

（
金
）
ま
で
に
、
事
前
に
連
絡
の

上
、
同
課
へ
受
け
取
り
に
来
て
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
郵
送
で
の
手
続
き
も
可

能
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
福
祉
政
策
係
☎

４
７
０
・
７
７
４
９
へ
。

　

※
い
ず
れ
も
上
限
額
。

　
【
利
用
で
き
る
方
】次
の
①
～
⑦

を
す
べ
て
満
た
す
方

　

①
引
き
続
き
１
年
以
上
都
内
に

居
住
し
て
い
る

　

②
２０
歳
以
上
の
生
計
中
心
者

　

③
世
帯
収
入
（
父
母
等
養
育

者
）
の
総
収
入
ま
た
は
総
所
得
を

合
算
し
た
金
額
が
一
定
の
基
準
以

下
で
あ
る
こ
と
（
世
帯
人
数
〈
父

母
等
養
育
者
お
よ
び
就
労
前
の
子

ど
も
〉
の
合
計
が
４
人
の
場
合
、

給
与
収
入
（
年
間
）
一
般
３
８
６

万
４
千
円
、
ひ
と
り
親
４
４
１
万

５
千
円
）
な
お
、
家
賃
控
除
が
で

き
る
場
合
も
あ
り
ま
す

　

④
預
貯
金
な
ど
の
保
有
資
産
が

６
０
０
万
円
以
下

　

⑤
土
地
・
建
物
を
所
有
し
て
い

な
い
（
現
在
居
住
し
て
い
る
場
所

お
よ
び
不
動
産
所
得
を
得
て
い
な

　

都
で
は
受
験
生
（
中
学
３
年

生
・
高
校
３
年
生
）
を
持
つ
生
計

中
心
者
に
対
し
、
学
習
塾
な
ど
の

費
用
や
受
験
費
用
に
つ
い
て
無
利

子
で
貸
し
付
け
て
い
ま
す
。
条
件

に
よ
り
返
済
も
免
除
と
な
り
ま

す
。

　
【
事
業
の
内
容
】中
学
３
年
生
、

高
校
３
年
生
お
よ
び
令
和
２
年
４

月
１
日
時
点
で
２０
歳
未
満
の
高

校
・
大
学
な
ど
の
中
途
退
学
者
、

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
合

格
者
、
定
時
制
高
校
４
年
生
、
浪

人
生
な
ど
が
高
校
・
大
学
・
専
門

学
校
な
ど
に
入
学
す
る
た
め
の
受

験
料
と
学
習
塾
な
ど
の
費
用
を
貸

し
付
け
ま
す

　
【
貸
付
金
額
】受
験
料
貸
付
金
＝

中
学
３
年
生
が
２
万
７
４
０
０

円
、
高
校
３
年
生
な
ど
が
８
万
円

▼
学
習
塾
等
貸
付
金
＝
２０
万
円

現
況
届
等
の
提
出
を 

お

忘

れ

な

く

　

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福

祉
手
当
・
重
度
心
身
障
害
者
手
当

を
毎
年
継
続
し
て
受
給
す
る
場
合

は
、
前
年
の
所
得
状
況
（
所
得
限

度
額
は
変
更
な
し
）
や
支
給
要
件

な
ど
、
所
得
状
況
な
ど
の
現
況
確

認
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。
提
出

が
な
い
場
合
、
今
年
の
１１
月
期
分

か
ら
の
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
。
受
給
し
て
い
る
方
に
は
現
況

届
を
順
次
お
送
り
し
ま
す
の
で
、

８
月
３
日
（
月
）
～
９
月
１１
日

（
金
）
ま
で
に
障
害
福
祉
課
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
４
７
へ
。

障
害
が
あ
り
、
身
体
障
害
者
手
帳

１
級
、
２
級
の
一
部
ま
た
は
愛
の

手
帳
１
・
２
度
程
度
の
方
。
申
請

に
は
医
師
の
専
用
様
式
に
よ
る
診

断
書
な
ど
が
必
要
で
す
▼
重
度
心

身
障
害
者
手
当
＝
重
度
の
心
身
障

害
の
た
め
常
時
特
別
な
介
護
を
必

要
と
す
る
方
▽
重
度
の
知
的
障
害

で
常
時
特
別
な
介
護
を
要
す
る
方

▽
重
度
の
知
的
障
害
と
身
体
障
害

の
重
複
障
害
の
方
▽
重
度
の
肢
体

不
自
由
で
四
肢
機
能
が
失
わ
れ

座
っ
て
い
る
こ
と
が
困
難
な
方
。

た
だ
し
、
施
設
入
所
お
よ
び
３
カ

月
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る
方
に

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

※
各
手
当
に
該
当
す
る
と
思
わ

れ
る
方
は
同
課
へ
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

　
【
所
得
制
限
限
度
額
】本
人
所
得

が
３
６
０
万
４
０
０
０
円
で
、
扶

養
親
族
等
が
１
人
増
す
ご
と
に
３８

万
円
を
加
算

　

※
扶
養
親
族
な
ど
の
う
ち
、
老

人
控
除
対
象
配
偶
者
ま
た
は
老
人

扶
養
親
族
が
あ
る
場
合
は
、
１
人

に
付
き
１０
万
円
を
、
特
定
扶
養
親

族
（
１９
歳
～
２３
歳
未
満
）
が
あ
る

場
合
は
１
人
に
付
き
２５
万
円
を
加

算
し
ま
す
。

　
【
対
象
】特
別
障
害
者
手
当
＝
２０

歳
以
上
で
身
体
・
内
部
ま
た
は
精

神
に
著
し
い
障
害
が
あ
り
、
身
体

障
害
者
手
帳
１
・
２
級
ま
た
は
愛

の
手
帳
１
・
２
度
程
度
の
障
害
が

重
複
し
て
い
る
在
宅
の
方
▼
障
害

児
福
祉
手
当
＝
２０
歳
未
満
で
、
身

体
・
内
部
ま
た
は
精
神
に
著
し
い

症
の
状
況
に
よ
り
、
日
程
を
変
更

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
【
対
象
】平
成
２６
年
４
月
２
日
～

２７
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

　
【
ご
注
意
】病
気
、
そ
の
他
や
む

を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
住
民
登

録
上
の
入
学
予
定
校
で
受
診
で
き

な
い
方
や
、
私
学
な
ど
、
他
校
へ

入
学
予
定
で
受
診
し
な
い
方
、
９

月
２５
日
（
金
）
ま
で
に
「
就
学
時

健
康
診
断
通
知
書
」
が
届
か
な
い

方
は
、
学
務
課
保
健
給
食
係
☎
４

７
０
・
７
７
７
９
へ
ご
連
絡
く
だ

さ
い
▼
外
国
籍
の
お
子
さ
ん
で
就

学
を
希
望
す
る
方
は
、
早
め
に
同

課
学
事
係
（
市
役
所
６
階
）
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
（
外
国
籍

の
方
へ
の
ご
案
内
は
、
９
月
中
旬

ご
ろ
発
送
予
定
）

　

詳
し
く
は
同
課
へ
。

定
校
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】１０
月
６
日
（
火
）
～
１１

月
１８
日
（
水
）。
受
け
付
け
は
各

小
学
校
で
、
い
ず
れ
も
午
後
１
時

半
か
ら
行
い
ま
す
（
左
表
参
照
）

　

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

　

３
年
４
月
に
小
学
校
へ
入
学
予

定
の
方
を
対
象
に
、
健
康
診
断
を

実
施
し
ま
す
。

　

対
象
者
に
は
９
月
中
旬
ご
ろ

（
予
定
）
に
通
知
書
を
送
付
し
ま

す
の
で
、
住
民
登
録
上
の
入
学
予

に
障
害
（
身
体
障
害
者
手
帳
１
～

３
級
程
度
）
が
あ
る
児
童
③
前
記

①
・
②
と
同
程
度
の
疾
病
も
し
く

は
身
体
ま
た
は
精
神
の
障
害
が
あ

る
児
童

　
【
手
当
額
（
月
額
）】重
度
の
障

害
児
（
１
級
）
＝
５
万
２
５
０
０

円
▼
中
度
の
障
害
児
（
２
級
）
＝

３
万
４
９
７
０
円

　

※
対
象
児
が
障
害
を
理
由
と
す

る
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
場

合
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。
な

お
、
申
請
に
は
指
定
の
診
断
書
の

提
出
が
必
要
で
す
が
、
省
略
で
き

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

現
況
届
の
提
出
を 

お

忘

れ

な

く

　

児
童
扶
養
手
当
と
特
別
児
童
扶

養
手
当
の
現
況
届
は
、
受
給
資
格

の
確
認
の
た
め
に
必
要
な
も
の

で
、
提
出
が
な
い
と
特
別
児
童
扶

養
手
当
は
１１
月
期
支
払
い
分
か

ら
、
児
童
扶
養
手
当
は
３
年
１
月

期
支
払
い
分
か
ら
の
手
当
が
支
給

さ
れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

認
定
さ
れ
て
い
る
方
に
は
現
況

届
の
お
知
ら
せ
を
郵
送
し
ま
す
。

受
付
期
間
中
に
児
童
青
少
年
課

（
市
役
所
２
階
）
で
手
続
き
し
て

く
だ
さ
い
。

　

児
童
扶
養
手
当
に
つ
い
て
は
、

手
当
の
支
給
開
始
か
ら
原
則
５
年

が
経
過
し
た
方
に
「
一
部
支
給
停

止
適
用
除
外
事
由
届
出
書
」
を
６

月
中
に
お
送
り
し
ま
し
た
。
現
況

届
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

　
【
現
況
届
受
付
期
間
】児
童
扶
養

手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
い

ず
れ
も
、
８
月
３
日
（
月
）
～
３１

日
（
月
）。
２２
日
（
土
）
以
外
の

土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
、
午
前
８

時
半
～
午
後
５
時
１５
分
。
な
お
、

８
月
２０
日
（
木
）・２１
日
（
金
）
は
、

午
後
８
時
ま
で
夜
間
窓
口
を
、
２２

日
（
土
）
は
午
前
９
時
～
午
後
４

時
に
休
日
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
【
ご
注
意
】現
況
届
で
は
、
所
得

状
況
の
調
査
も
行
い
ま
す
の
で
、

市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
が
未
申

告
の
方
は
、
課
税
課
（
市
役
所
２

階
）
で
申
告
を
済
ま
せ
た
上
で
、

現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

　

詳
し
く
は
児
童
青
少
年
課
助
成

支
援
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

　

申
し
込
み
は
９
月
１１
日
（
金
）

ま
で
に
（
必
着
）、
申
請
書
に
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
〒
２
０

３

－

８
５
５
５
、
市
役
所
福
祉

総
務
課
宛
て
郵
送
、
ま
た
は
直

接
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
福
祉
政
策
係

☎
４
７
０
・
７
７
４
９
へ
。

サ
ー
ビ
ス
）
で
す
。
今
回
、
２
年

度
の
新
規
補
助
対
象
団
体
を
募
集

し
ま
す
。
補
助
金
の
交
付
を
希
望

す
る
団
体
は
、
関
係
書
類
を
添
え

て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
申
請
書
の
配
布
場
所
な
ど
】

８
月
３
日
（
月
）
か
ら
福
祉
総

務
課
（
市
役
所
１
階
）
で
配
布

し
ま
す

　

市
で
は
地
域
福
祉
の
推
進
を

図
る
た
め
、
市
内
の
非
営
利
民
間

団
体
（
特
定
非
営
利
活
動
法
人
な

ど
）
が
社
会
資
源
を
有
効
に
活
用

し
て
実
施
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス

に
対
し
て
、
補
助
金
を
交
付
し
て

い
ま
す
。
補
助
対
象
事
業
は
、
日

常
生
活
サ
ー
ビ
ス
（
家
事
援
助
・

介
護
・
食
事
・
移
送
・
入
浴
の
各

　
４
月
分
～
７
月
分
の
特

別
児
童
扶
養
手
当
を
８
月
１１

日
（
火
）
に
指
定
預
金
口
座

に
振
り
込
み
ま
す
。
金
融
機

関
に
よ
っ
て
は
入
金
が
遅
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
児
童
青
少
年

課
助
成
支
援
係
☎
４
７
０
・

７
７
３
６
へ
。

特
別
児
童
扶
養
手
当

を
振
り
込
み
ま
す

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
の

申
請
は
お
済
み
で
す
か

新
小
学
一
年
生
を
対
象
に 

就
学
時
健
康
診
断
を
実
施
し
ま
す

母
子
・
父
子
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

策
定
事
業
の
ご
案
内

地
域
で
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
団
体
な
ど
へ

補
助
金
を
交
付
し
ま
す

受
験
生
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
貸
付
事
業

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当
な
ど

受
給
資
格
の
所
得
制
限
限
度
額
は
８
月
以
降

も
据
え
置
か
れ
ま
す

 ３年４月小学校入学予定者
就学時健康診断日程表

学校名 電話番号 実施日

第一小学校 ４７１・００１４ １１月１８日（水）
第二小学校 ４７１・０１３４ １０月２３日（金）
第三小学校 ４７１・０１０４ １１月５日（木）
第五小学校 ４６１・５８４３ １０月３０日（金）
第六小学校 ４７１・５３７０ １０月２２日（木）
第七小学校 ４７１・０１１４ １０月６日（火）
第九小学校 ４７１・７５４８ １０月２８日（水）
第十小学校 ４７３・９１９６ １１月１０日（火）
小山小学校 ４７４・１６９１ １０月９日（金）
神宝小学校 ４７４・４１０８ １０月１３日（火）
南町小学校 ４６１・２６６２ １０月１６日（金）
本村小学校 ４７４・０４０４ １１月１３日（金）


